
 

 
是非この機会にご利用下さい！ 

行政なんでも相談所 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
どうぞお気軽にご利用ください（無料・秘密厳守）。 
当日は弁護士による法律相談も行います（事前予約制・１組２０分、１２組まで）。 
（法律相談の予約受付期間：６月１４日（月）～２４日（木）） 

 ※ 法律相談が予定数に達した場合、締め切らせていただきますので、ご了承ください。 
  

 

◆家の名義が亡父のままだった。相続登記ってどんな手続？     （法務局） 

◆相続税や贈与税ってどのくらいかかるの？          （税務相談室） 

◆分かりにくい道路案内標識。何とかならないかな・・・ 

河川の維持管理について。河川敷を利用したい。     （河川国道事務所） 

◆秋田県(県税(自動車税など)、県道など)のことで相談したい。   （秋田県） 

◆由利本荘市(市税、国民健康保険など)のことで相談したい。  （由利本荘市） 

◆地上デジタル放送の受信方法を知りたい。   （テレビ受信者支援センター） 

◆借金・相続・離婚などの対処、手続について知りたい。   （秋田弁護士会） 

 

（参加予定機関） 

  秋田地方法務局、仙台国税局税務相談室、秋田河川国道事務所、秋田県、由利本荘市、 

秋田県テレビ受信者支援センター、秋田弁護士会、行政相談委員、秋田行政評価事務所 

 

法律相談の予約、お問い合わせ   ０１８－８２３－１１００(秋田行政評価事務所) 

主催：由利本荘市・総務省秋田行政評価事務所 

６ 月 ２５ 日 （金）  
午 後 １時 ３０分 ～３時 ３０分 

由利本荘市ボートプラザアクアパル 
（秋田県由利本荘市北裏地５４－１） 

 

専門職員がお応えします 
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どんな相談ができるの？ （相談内容の例です） 


